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介 護 保 険 制 度 
 

 

 湧別町民の皆さんの介護保険は湧別町が保険者となって運営しています。 
 ４０歳以上の方が加入者（被保険者）となって保険料を出し合い、介護（支
援）が必要となったときに認定を受けて、サービスを利用する制度です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
要⽀援者等に対して、要介護状態等となることの予防・軽減若しくは悪化の防⽌

や地域での⾃⽴した⽇常⽣活の⽀援を実施するため、旧介護予防訪問介護等の専
門的なサービスに加え住⺠等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実する
ことにより、要⽀援者等への効果的・効率的な⽀援により、地域の⽀え合いの体制
づくりを推進する事業です。  

介護保険の被保険者は、年齢で２つに分けられます 

６５歳以上の方 

(第１号被保険者) 

医 療保険に 加入して いる 

４０～６４歳の 方 

(第２号被保険者) 
 

介護が必要と認定された方です。 
（病気やけがなど介護が必要になった原

因にかかわらず介護サービスの対象とな

ります。） 

老化が原因とされる病気（特定疾

病）により介護が必要と認定され

た方です。    （Ｐ4） 

介護保険証は次の時に使用します。 

 

 

 
地域包括支援センター  

・相談 

・支援 

介護予防・生活支援サービス事業  

湧別町（保険者） 
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介護保険の対象者で、要介護状態

が軽く、生活機能が改善する可能

性の高い方など 

※要介護状態が重くならないように、

生活機能を改善することを目的とし

た支援が必要 

該当する方は、
介 護 保 険 の 介
護 予 防 サ ー ビ
ス を 利 用 で き
ます（予防給付
又は介護 予防
生活支援 サー
ビス事業） 

該当する方は、

介 護 保 険 の 介

護 サ ー ビ ス を

利 用 で き ま す

（介護給付） 

 

介護保険のサービスによって、生

活機能の維持・改善を図ることが

適切な方など 

※自立した生活を送れるように、日常

生活におけるさまざまな介助が必要 

 

介護保険の対象者にはならな い

が、生活機能が低下している 虚

弱高齢者など、将来的にその 危

険性が高い方ど 

※ 介 護 が 必 要 な 状 態 と な ら な い た

め 、 ま た 生 活 機 能 を 損 な わ な い た

め の 予 防 的 サ ー ビ ス が 必 要  

該当する方は、

湧 別 町 の 介 護

予 防 生 活 支 援

事 業 を 利 用 で

きます 
（介護予防・生活

支援事業） 
Ｐ 3３ .3４  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予 防 

介 護 

地 域 

介護保険では高齢者の状態に応じた 

サービスが利用できます 

要 支 援 １ 

 

要 支 援 ２ 

 

事業対象者 

要 介 護 １ 

要 介 護 ２ 

要 介 護 ３ 

要 介 護 ４ 

要 介 護 ５ 

介護は必要

ないが虚弱

な高齢者 

 

要介護認定

の非該当者 
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○町が認定します  

審査で判定された認定結果が通知され心身の状態により次に分けられます。 

・要支援１、２ 

 生活機能の維持、改善を図ることが適切な方など  

・要介護１～５ 

 介護サービスによって、生活機能の維持、改善を図ることが適切な方など  

・非該当  

 要介護（要支援）に該当しない方 

 

 
 

★申請からサービス利用まで★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○まずは町に申請します 
・町に要介護（要支援）認定の申請をします。 

＜申請に必要なもの＞ 

・介護保険被保険者証、印鑑、加入している医療保険の保険証（※） 

 （※）４０歳以上６５歳未満の場合（第 2 号被保険者） 

○心身の状態を調査します  

・認定調査の実施 

 心身の状態を調べるために、本人やご家族などへの聞き取り調査が行われます。 

・主治医の意見書 

 町より主治医へ介護を必要とする原因疾病などについての意見書作成を依頼します。 

※主治医：かかりつけのお医者さんで、本人の心身の状態をよく知っている医師のことです。 

 

○どれくらいの介護が必要か審査・判定します  

・ 一次判定（コンピュータ判定） 

 調査票がコンピュータで分析され、要介護状態区分が判定されます。 

・ 二次判定（審査会判定） 

 保健、医療、福祉の関係者から構成された遠軽地区介護認定審査会が、認定調査

票による「一次判定」、調査員が記入する「特記事項」、主治医からの「意見書」

を基に総合的に審査し、要介護区分を判定します。 

 

①申 請 

②調 査 

③審 査 

④認 定 
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● 原則とし て申請か ら３０日 以内に認 定結果通 知と介護 保険証が 届きます 。（ た だ

し 、病院へ の受診状 況等によ って認定 結果が遅 れる場合 があり、平均して １ 月 以

上 かかりま す。） 

● 継 続 し て 介 護 サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は 、 認 定 の 有 効 期 間 が す ぎ る 前 に 更 新 の

申 請が必要 です。（ 更新案内 は役場か ら送付さ れます。 ） 

 

第２号被保険者の要介護認定  ※ 医 療 保 険 に 加 入 し て い る 方 の み 

第 2 号被保険者(40～65 歳未満)の方が、要介護認定を受ける場合は次の特定疾病によるもの

であることが条件となります。（本来、高齢者に発生する疾病が６５歳未満で発生する場合を想

定したものなので、特定疾病が外傷性により発症した場合は除かれます） 

①  が ん （ が ん 末 期 ）  

②  関 節リウマ チ 

③  筋 萎縮性側 索硬化症 （ Ａ Ｌ Ｓ ）  

④  後 縦靭帯骨 化症 

⑤  骨 折を伴う 骨粗しょ う症 

⑥  初 老期にお ける認知 症（ ア ル ツ ハ イ マ ー 症 、 血 管 性 認 知 症 、 レ ビ ー 小 体 病 等 ）  

⑦  進 行性核上 性麻痺、 大脳皮質 基底核変 性症及び パーキン ソン病 

⑧  脊 髄小脳変 性症 

⑨  脊 柱管狭窄 症 

⑩  早 老症 （ ウ ェ ル ナ ー 症 候 群 等 ）  

⑪  多 系統萎縮 症 

⑫  糖 尿病性神 経障害、 糖尿病性 腎症及び 糖尿病性 網膜症 

⑬  脳 血管疾患 （ 脳 出 血 、 脳 梗 塞 等 ）  

⑭  閉 塞性動脈 硬化症 

⑮  慢 性閉塞性 肺疾患（ 肺 気 腫 、慢 性 気 管 支 炎 、気 管 支 喘 息 、び ま ん 性 汎 細 気 管 支 炎 ）  

⑯  両 側の膝関 節または 股関節の 著しい変 形を伴う 変形性関 節症  

 

 

＜介護（予防）サービスの計画作成＞  

・要支援１、２  

 地域包括支援センターの職員と介護予防の目標を設定して、それを達成するためのサ

ービスの種類や回数を設定します。  

・要介護１～５  

 居宅介護支援事業所のケアマネジャー又は施設でサービス計画を作成、サービスの種

類や回数を設定します。  

＜サービスの利用＞  

 サービス事業所等と契約し、介護保険での居宅サービス、地域密着型サービス、施設

サービスを利用します。 

 

  

⑤利 用 
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介護保険のサービスを利用する際には、利用者は原則としてサービス

にかかった費用の１割、２割又は３割を自己負担します。また、要介護

状態区分別に保険から給付される上限額（支給限度額）が決められてい

ます。なお、限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全

額自己負担となります。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

た だ し 、 サ ー ビ ス の 中 で も 、 施 設 に 通 っ た り 宿 泊 し た り す る サ ー ビ ス や 施 設 に
入 居（ 所 ）し て 利 用 す る サ ー ビ ス は 、食 事 や 滞 在 費（ 居 住 費 ）等 の 費 用 も 自 己 負 担
と な り ま す 。  
 
 

 
 
 
 

 

 

《サービス費用》 

限度額を 
超えた分 

１年間 10 万円まで 

65

歳

以

上

で

本

人

が

市

区

町

村

民

税

課

税

本

人

の

合

計

所

得

金

額

が

220万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額が

・単身で340万円以上 または

・65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上

３割

負担

160万円以上

220万円未満 年金収入＋その他の合計所得金額が

・単身で280万円以上 または

・65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上

２割

負担

160万円未満
１割

負担

はい

はい

はい
いいえ

いいえい

い

え

■自己負担割合の判定基準 

■サービス支給限度額 
※第２号被保険者（40～64 歳）は一律１割負担 

１人 20 万円まで 

要介護度 状態のめやす

要支援１・
事業対象者

ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 ５０，３２０円 ５，０３２円

要支援２ 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い １０５，３１０円 １０，５３１円

要介護１ 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 １６７，６５０円 １６，７６５円

要介護２ 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要 １９７，０５０円 １９，７０５円

要介護３ 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要 ２７０，４８０円 ２７，０４８円

要介護４ 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難 ３０９，３８０円 ３０，９３８円

要介護５ 全般的に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 ３６２，１７０円 ３６，２１７円

非該当 自立した生活ができ、今のところ介護や支援を必要としない

支給限度額
（１ヶ月当り）

自己負担額
※１割負担の場合

(１ヶ月当り)

介護予防・生活支援事業
（町単独事業）
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 高額介護サービス費  

 世 帯 内 で 同 じ 月 に 利 用 し た サ ー ビ ス に か か る 利 用 者 負 担 額（ 月 額 ）が 、下 表 の 一

定 の 上 限 額 を 超 え た と き は 、申 請 に よ り「 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 」と し て 後 か ら 支 給

さ れ ま す 。 な お 、 対 象 と な る 場 合 は 湧 別 町 よ り 申 請 書 を 送 付 い た し ま す 。  
 ※ 施 設 入 所 、シ ョ ー ト ス テ ィ の 食 費・居 住 費 、住 宅 改 修 及 び 福 祉 用 具 購 入 の 自 己 負 担 分 は 高 額

介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 対 象 と な り ま せ ん 。  

 
 

 高額医療合算介護サービス費  

 介 護 保 険 と 医 療 保 険 の 上 限 額 を 適 用 し た 後 に 、 世 帯 内 で １ 年 間 の 自 己 負 担 合 計

額 が 一 定 の 負 担 額 を 超 え た 場 合 に は 、 申 請 に よ り 超 え た 分 が 支 給 さ れ ま す 。  

な お 、 対 象 と な る 場 合 は 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 よ り 申 請 書 が 送 付 さ れ ま す 。  

 低所得者の障がい者の方の負担軽減  

 一 定 の 要 件 を 満 た し た 方 が 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス に 相 当 す る サ ー ビ ス を 介 護 保 険

で 利 用 す る 場 合 に 、 利 用 者 負 担 が 軽 減 さ れ ま す 。  

【 要 件 】 ◯ 65 歳 に な る 前 日 ま で 、 ５ 年 間 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 。  

◯ 低 所 得 者 。  

◯ 65 歳 ま で 介 護 保 険 サ ー ビ ス を 利 用 し て い な い 。   な ど  
 
 

 

 介護サービスに不満などがあったら！  

サービスに不満や苦情があったら、迷わず下記までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４０，１００円 (世帯)

９３，０００円 (世帯)

４４，４００円 (世帯)

２４，６００円 (世帯)

前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の合計が８０．9万円以下の方 １５，０００円 (個人)

１５，０００円 (世帯)●生活保護の受給者

利用者負担段階区分 負担上限月額（月額）

●課税所得690万円（年収約1,160万円）以上

●課税所得380万円（年収約770万円）～課税所得690万円（年収約1,160万円）未満

●課税所得380万円（年収約770万円）未満　※住民税課税世帯

●世帯の全員が住民税非課税

地域包括支援センター及び町介護保険担当 

サービス提供事業者 ケアマネジャー 

国民健康保険団体連合会 

事業者は利用者の不満や苦情などに対して、 

対応する義務があります。 

利用者の不満や苦情などの相談に応じ、事 

業者との調整を行います。 

地域住民の様々な内容の相談、事業者やケア 

マネジャーに相談しても改善しない場合など 

についても、相談を受け付けています。 

湧別町で解決できない場合などは、都道府 

県ごとに設置されている国保連に、相談や 

苦情の申し立てをすることができます。 
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地域包括支援センター・居宅介護支援事業所 
 

 地域包括支援センター  
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心

した生活を続けられるように支援を行う総合機関です。 
 

《サービスの概要》  
介護認定「事業対象者及び要支援１・２」の認定を受けている方に係

る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の作成、介

護予防等サービス事業所との連絡調整等のサービスを行います。 

その他、介護予防の拠点として、要介護状態になるおそれのある方に

対しての予防事業実施や、高齢者本人や家族からの様々な相談に対応し、

介護、福祉、医療のほか虐待防止や介護離職防止など、必要とする支援

が継続的に提供されるように調整します。 

 

☆町内の事業所   
■湧別町地域包括支援センター 

・住  所   湧別町栄町 112 番地の１ 

         湧別町役場湧別庁舎 福祉課内 

・開設時間   月曜日～金曜日 8 時 30 分～17 時 15 分 

・電  話   01586-５-3761（休日は転送対応） 

・事 業 者   湧別町 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● 事 業 対 象 者 及 び 要 支 援 １ 、２ と 認 定 さ

れ た 方 の 介 護 予 防 ケ ア プ ラ ン を 作 成

し ま す 。  

● 要 介 護 、要 支 援 に な る お そ れ の あ る 方

の 予 防 事 業 を 行 い ま す 。  

（ 筋 力 向 上 、 口 腔 機 能 の 向 上 な ど ）  

 

● 虐 待 を 防 止 し ま す 。  

● 認 知 症 な ど に よ り 判 断 能 力 の 低 下 し

て い る 方 を 支 援 し ま す 。  

● 悪 質 な 訪 問 販 売 等 に よ る 被 害 を 防 止

し ま す 。  

介護予防を推進します 

 

● 高 齢 者 に つ い て の 心 配 ご と 、介 護 の 疲

れ や 悩 み な ど の 相 談 に 対 応 し ま す 。  

●家 族 介 護 者 等 の 介 護 離 職 防 止 に 向 け

た 相 談 に 対 応 し ま す 。  

● 生 活 困 窮 や ひ き こ も り 等 の 総 合 的 な

相 談 、 支 援 に も 対 応 し ま す 。  

様々な相談に対応します 
 

 

● ケ ア マ ネ ジ ャ ー や サ ー ビ ス 事 業 所 な

ど と 連 絡 調 整 し て 適 切 な サ ー ビ ス が

提 供 さ れ る よ う 支 援 し ま す 。  

● 在 宅 医 療 と 介 護 の 連 携 に 関 す る 医 療 ・

介 護 関 係 者 の 相 談 支 援 を 行 い ま す 。  

適切なサービスを提供できるよ
うに支援します 
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 居宅介護支援事業所  

《サービスの概要》  

介護認定「要介護１から要介護５」の認定を受けている方に係るケア

マネジャーによるケアプランの作成、事業所との連絡調整・紹介等のサ

ービスを行います。 

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用する

かを決める計画のことです。ケアプランを作成することによって、効率

的なサービス利用ができるようになります。 

 

☆町内の事業所   
■湧別町社協居宅介護支援事業所 

・住 所      湧別町栄町１１２番地の１3 
湧別町役場湧別庁舎 第２庁舎内 

・電 話      01586-5-3772 
・事業者      (福)湧別町社会福祉協議会 

 
■居宅介護支援事業所オリーブ 

・住 所      湧別町上湧別屯田市街地１３８番地 
・電 話      090-5224-4283 
・事業者      (株)ドリーム・イデア 
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介護保険 在宅サービス 

 訪問介護（ホームヘルプ） 

 

 

 
《サービスの概要》  

ホームヘルパーが事業対象者又は要介護者の居宅を訪問し、本人が在

宅 し て い る 上 で 介 護 そ の 他 の 必 要 な 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 う サ ー ビ ス

です。 
 

◎身体介護：食事介助、排せつ介助、入浴介助、通院介助 

◎生活援助：買い物、調理配膳、掃除、洗濯 
   

※ 利用者以 外のため のお手伝 いはサー ビスの対 象になり ません。 
● 本人以外 のための 掃除 ● 庭の草む しり ● 大掃除 など 

 

《一般的な利用料金》（ 利用 料金 は、基本 的な費用 の１割を 掲載して います。） 

◇ 基 準 型 訪 問 介 護（ 事業対象 者、要支 援１・２ ）  

介 護度 

区 分  １ケ 月当り 

要 支援１・ 

事 業対象者 
要 支援２ 

週 １回程度 の利用 1,176 円  1,17６ 円 

週 ２回程度 の利用 2,349 円  2,349 円  

週 ２回程度 を超える 利用  3,727 円  

 ※身体介 護・生活 援助の区 別はあり ません。 
 

◇ 訪 問 介 護（ 要介護 １～５）        
介 護度 

区 分 １回 当り 
要 介護１か ら５ 

身 体介護 

2０ 分未満 163 円  

2０ 分以上 

30 分 未満 
244 円  

３ ０分以上 

１ 時間未満 
387 円  

１ 時間以上 （ 30 分増 すごと＋ 82 円） 567 円 

生 活援助 

20 分 以上

45 分 未満 
179 円  

45 分 以上 220 円  

通 院等 
乗 降介助 １ 回 97 円  

※ 基本料金 にその他 加算が加 わります。加算内 容は各事 業所によ って異な ります 。 

事業対象者、要支援１・２ 要介護１～５ 予 

護 

介 

防 【基準型訪問介護】 【訪問介護】 
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☆町内の事業所   
■湧別町社協訪問介護事業所 

・住 所     湧別町中湧別南町 911 番地 
             湧別町社会福祉会館内   
・電 話     01586-2-2197 

  ・事業者     (福)湧別町社会福祉協議会 
 

■訪問介護事業所オリーブ 
・住 所     湧別町上湧別屯田市街地１３８番地  
・電 話     01586-４-1300 
・事業者     (株)ドリーム・イデア  

 
■ホームヘルプ向日葵 

  ・住 所     湧別町中湧別東町９８９番地１６ 
・電 話     01586-8-7725 
・事業者     (有)ひまわり 

 
 

 



 

- 11 - 

 通所介護（デイサービス） 

 

 

 

《サービスの概要》  
事業対象者及び要介護認定者を通所介護施設に通わせ、介護その他の

日常生活上必要な世話や機能訓練を行うことで、心身機能の維持、家族

の身体的・精神的負担の軽減を図るサービスです。 
① リフトバ スなどに よる送迎 

② 看護師な どによる 健康チェ ックや日 常動作訓 練 

③ 入浴や食 事の提供  ※食費 （昼食代 ）につい ては別途 自己負担 がありま す 

④ レクレー ションな どの高齢 者同士の 交流など 

《一般的な利用料金》（利 用料 金は、基 本的な費 用を掲載 していま す。） 

◇ 基 準 型 通 所 介 護（ 事業対象 者、要支 援１・２ ） 

      介護度

区 分 

要 支援１・ 

事 業対象者 
要 支援２ 

１ ヶ月の利 用(週１か ら２回 ) 1,798 円  3,621 円  

お むつ代、 その他日 常生活に 必要なも のは利用 者負担と なります 。 

送 迎・入浴 代は上記 金額に含 まれてい ます。 

 

◇ 通 所 介 護（ 要介護 １～５） 

介 護度 

区 分   
要 介 護 1 要 介 護 ２  要 介 護 ３  要 介 護 ４  要 介 護 ５  

１ 日 の 利 用 料       

☆ 地 域 密 着 型 通 所 介 護 施 設      

所要時間 3 時間以上 4 時間未満 416 円  478 円  540 円  600 円  663 円  

所要時間 6 時間以上 7 時間未満 678 円  801 円  925 円  1,049 円  1,172 円  

所要時間 7 時間以上 8 時間未満 753 円  890 円  1,032 円  1,172 円  1,312 円  

入 浴 介 助 （ １ 日 ）  40 円  

 

※ 基本料金 にその他 加算が加 わります。加算内 容は各事 業所によ って異な ります 。 

※ 事業所ご とに事業 所規模及 び所要時 間に違い がありま す。 

※ 昼食代（基 準型通 所介護、通 所介護 共通）は 自己負担 となり上 記金額に 加算さ れ

ま す。 

 

 

要介護１～５ 

【基準型通所介護】 【通所介護】 護 

介 

防 

予 
 

 

事業対象者・要支援１・２ 
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☆町内の事業所  

◆基準型通所介護及び通所介護事業所 
■湧別町高齢者生活福祉センター（地域密着型） 

・住 所     湧別町東 41 番地の 11 
・電 話     01586-5-3800 
・事業者     (福)湧別福祉会 

■上湧別老人デイサービスセンター（地域密着型） 
・住 所     湧別町上湧別屯田市街地 335 番地の１ 
・電 話     01586-2-5116 
・事業者     (福)湧別福祉会 

■デイサービスらん（地域密着型） 
・住 所     湧別町上湧別屯田市街地 92 番地の 1 
・電 話     01586-8-7116 
・事業者     (株)ドリーム・イデア 

■デイサービス絆（地域密着型） 
・住 所     湧別町中湧別東町 989 番地の 16 
・電 話     01586-8-7725 
・事業者     (有)ひまわり 

■リハビリ型デイサービスつなぐ（地域密着型） 
・住 所     湧別町中湧別北町 127 番地の 1 
・電 話     01586-8-7676 
・事業者     (一社)繋・つなぐ 

※ 地 域 密 着 型 の サ ー ビ ス と は 、 湧 別 町 民 の 方 の み が 利 用 で き る 施 設 で す 。  
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短期入所生活介護（ショートステイ） 

 

 

  
《サービスの概要》  

要介護認定者を老人短期入所施設に短期間入所させ、入浴・排せつ・

食事の介護その他の日常生活上必要な世話や機能訓練を行う。家族の負

担軽減を図り、一時的に在宅での日常生活に支障がある方が対象です。 
 

《一般的な利用料金》（利用料金は、基本的な費用の１割を掲載しています。）(１ 日 あ た り )) 

◇ 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護（ 要支援 １・２） 

      介護度

区 分 
要 支援１ 要 支援２ 

多 床室 451 円  561 円  

従 来型個室 451 円  561 円  

ユ ニット型 個室 529 円  656 円  

送 迎加算 片 道 184 円  
 
◇ 短 期 入 所 生 活 介 護（ 要介護 １～５） 

介 護度 

区 分 
要 介護１ 要 介護２ 要 介護３ 要 介護４ 要 介護５ 

多 床室 603 円  672 円  745 円  815 円  884 円  

従 来型個室 603 円  672 円  745 円  815 円  884 円  

ユ ニット型 個室 704 円  772 円  847 円  918 円  987 円  

送 迎加算 片 道 184 円  

※  基 本料金に その他加 算が加わ ります。 加算内容 は各施設 によって 異なりま す。 

● 食費・居 住費 ※ 介護保険 で定めら れた料金 の自己負 担額（月 額(日額)） 

世 帯 課

税 状 況

区 分 

住民税非課税世帯 

住民税課税世帯 
（ 第 ４ 段 階 ）  
※ 基 準 費 用 額  

生活保護受給者 
（ 第 1 段 階 ） 

合計所得金額+
年 金 収 入 額 が
80.9 万円以下 
 
（ 第 ２ 段 階 ） 

合計所得金額+
年 金 収 入 額 が
80.9 万円超 
120 万以下 

（ 第 ３ 段 階 ① ）

合計所得金額+ 
年金収入額が 
120 万円超 
 

（ 第 ３ 段 階 ② ）

食  費 
9,000 円  

(300 円 ) 

18,000 円 

(600 円 ) 

30,000 円 

(1,000 円 ) 

39,000 円 

(1,300 円 ) 

43,350 円 

(1,445 円 ) 

居 住費  

多 床室 
0 円  

(0 円 ) 

12,900 円 

(430 円 ) 

12,900 円 

(430 円 ) 

12,900 円 

(430 円 ) 

27,450 円 

(915 円 ) 

ユニット 

個  室 

26,400 円 

(880 円 ) 

26,400 円 

(880 円 ) 

41,100 円 

(1,370 円 ) 

41,100 円 

(1,370 円 ) 

61,980 円 

(2,066 円 ) 

※ 上記、第 ２・第３ 段階①② に該当さ れる方で も、配偶 者が住民 税課税者 また は

預 貯金等が 一定額を 超える場 合は、第 ４段階と なります 。 

 ※上記、年金 収入 額には非 課税年金（遺 族年 金、障害 年金等）額も 含ま れます。  

【介護予防 
短期入所生活介護】 

要支援１・２ 要介護１～５ 

【短期入所生活介護】 護 

介 

防 

予 
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 シ ョ ー ト ス テ イ は あ く ま で も 在 宅 生 活 を 継 続 し て い く た め に 利 用 す

るサービスです。利用する際には、次の点に注意しましょう。 

 

◎ショートステイの１ケ月の利用日数の目安は、１ケ月の支給限度単

位を１日当りの単位数で割り、出た日数の半分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ショートステイの連続利用日数は最長で３０日までとなります。 

◎ シ ョ ー ト ス テ イ の 利 用 日 数 は 要 介 護 認 定 の 有 効 期 間 の お お む ね 半

数を超えない日数までとなります。 

 

☆町内の事業所  

■湧別オホーツク園短期入所生活介護施設 

（特別養護老人ホーム 湧別オホーツク園） 

■湧別オホーツク園リラの杜短期入所生活介護施設（空床型） 

（地域密着型介護老人福祉施設 湧別オホーツク園リラの杜） 

・住 所     湧別町東４１番地の１ 

・電 話     01586-5-3660 

・事業者     (福)湧別福祉会 
 
■湖水の杜短期入所生活介護施設（空床型） 

（地域密着型介護老人福祉施設 湖水の杜） 

・住 所     湧別町芭露２３３４番地の２  

・電 話     01586-４-5525 

・事業者     (福)湧別福祉会 
 

■湧愛園短期入所生活介護施設 

（特別養護老人ホーム 湧愛園） 

■湧愛園ちゅーりっぷの里短期入所生活介護施設（空床型） 

（地域密着型介護老人福祉施設 湧愛園ちゅーりっぷの里） 

・住 所     湧別町上湧別屯田市街地３３6 番地の１  

・電 話     01586-2-3151 

・事業者     (福)湧別福祉会  

※ 空 床 型 と は 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に 空 床 が あ る 場 合 に 利 用 で き る 短 期 入 所 施 設 で す 。  

 

利用日数の算出例  
要介護１の方が多床室のショートステイを利用する場合 

16,765 単位(支給限度単位数)÷603 単位(多床室単位)÷２≒13 日 
『ショートステイの１ケ月当りの利用日数は「１３日」』 
 

※１ケ月の支給限度単位数：「Ｐ5」の各支給限度額÷10 で算出します 
 
※１日当りの単位数：「Ｐ13」《一般的な利用料金》の介護度・区分別の数値を 

使用します 
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 訪問看護  

 

 

《サービスの概要》 

 訪問看護ステーションから、病気や障害を持った方が住み慣れた地域

やご家庭で、その方らしく療養生活を送られるように、医師の指示のも

と看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促

し、療養生活を支援するサービスです。 

 ◎血圧や脈拍などの病状のチェック ◎床ずれの予防や措置 

 ◎経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素療法に使う機器などの管理

や医療措置 

 ◎機能訓練            ◎認知症・精神疾患のケア 

 ◎ターミナルケア         ◎ご家族等への介護支援・相談 

 ※医療保 険にも訪 問看護サ ービスが あり、介 護認定で「 非該当」となっ た方で 、

医 師 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 、 医 療 保 険 に よ る 訪 問 看 護 サ ー ビ ス を 受 け ら れ

ま す。 

《一般的な利用料金》（ 利用 料金 は、基本 的な費用 の１割を 掲載して います。） 

◇  介 護 予 防 訪 問 看 護（ 要支援１ ・２） 

◇  訪 問 看 護（ 要介護１ ～５） 

介 護度 

区 分 
要 支援１・ ２ 要 介護１か ら５ 

20 分 未満    303 円  314 円  

30 分 未満 451 円  471 円  

30 分 以上 1 時 間未 満 794 円  823 円  

1 時 間以上 1 時間 30 分未 満  1,090 円  1,128 円  

※ 基本料金 にその他 加算が加 わります。加算内 容は各事 業所によ って異な ります 。 

 

☆町内の事業所  

町内に事業所はありません。 

※湧別町地区のサービス提供事業所は「遠軽地域訪問看護ステーショ

ンにじ」「訪問看護ステーション CONNECT」が実施しております。

（Ｐ４１） 
 
 ※入院中の外泊の際にも訪問看護が利用できます。（医療保険対応） 

（ 詳しくは、それぞ れの訪問 看護ステ ーション へお問い 合わせし て下さい。）   

要支援１・２ 予 

防 

介 

護 

要介護１～５ 

【介護予防訪問看護】 【訪問看護】 
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 小規模多機能型居宅介護  

 

 

 

《サービスの概要》  
 「通いサービス」を利用しながら、必要に応じて「宿泊サービス」や

「訪問サービス」を受けることができる、一種のセットメニューのよう

なサービスです。 

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 サ ー ビ ス は 利 用 定 員 が 定 め ら れ て お り 定 員

を超える場合はサービスを利用することができません。 

 

 

小規模多機能ホーム 

 

 

 

 

 

 
 

《一般的な利用料金》（ 利用 料金 は、基本 的な費用 の１割を 掲載して います。） 

◇  介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  ◇ 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  
（ 要支援１ ・２）        （ 要介護１ ～５） 

 

※ 基本料金 にその他 加算が加 わります。加算内 容は各事 業所によ って異な ります 。 

※ 食費、宿 泊費等は 別途自己 負担とな ります。  
 

☆町内の事業所  

■小規模多機能ホーム 湖水の杜 

・住 所     湧別町芭露２３３４番地の２ 

・電 話     01586-4-5525 

・事業者     (福)湧別福祉会 

同一建物に居住 同一建物外に居住 同一建物に居住 同一建物外に居住

3,109円 3,450円 9,423円 10,458円

6,281円 6,972円 13,849円 15,370円

20,144円 22,359円

22,233円 24,677円

24,516円 27,209円

要介護４

要介護５

要支援２ 要介護２

要介護３

　　　 　 利用料
介護度

１ヶ月の利用料

要支援１ 要介護１

　　　   利用料
介護度

１ヶ月の利用料

要支援１・２ 予 

防 

介 

護 

要介護１～５ 
【介護予防 

小規模多機能型居宅介護】 
【小規模多機能型 
     居宅介護】 
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 住宅改修費支給制度  

 

 

《サービスの概要》  

家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、
段差解消などの小規模な改修を行なった場合に、改修に要した費用
の一部を支給します。 
 
●  対象となる住宅改修の種類  

◎廊下や階段、浴室やトイレなどへの 手すり 設置 

◎引き戸などの扉の取替え 

◎段差解消のためのスロープ設置 

◎洋式便器などへの便器の取替え 

◎滑り防止などのための床または通路面の材料の変更 

◎上記の改修に伴って必要となる工事 

   ※現在取り付けられているものの交換やトイレの水洗化をする 

ための工事など、対象外となるものもあります。 

 

●対象となる住宅改修費用の上限 

住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は、一人につき２０万

円です。 改修費用の合計が２０万円に達するまでは、何度でも住宅改

修費の支給を受けることができます。 

   ただし、要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合には、

それまで支給された住宅改修費の金額にかかわらず、改めて２０万円

までの改修費用に対して支給を受けることができます。 

 

《支給される額》 

 対象となる住宅改修費用の９割、８割又は７割相当額が支給されます。 

  ※受領 委 任払 い制 度 を利 用 する場合 は、自己 負 担額 のみを事 業 者に支 払

い、残りの保険給付分は町から事業者に支払います。 

 

  

要支援１・２ 予 

防 

介 

護 

要介護１～５ 

【介護予防 
  住宅改修費支給】 

【住宅改修費支給】 
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●申請から支給までの流れ 

 

 

 

 

  利 用 者 の 心 身 の 状 態 や 日 常 生 活 の 動 線 を 考 慮 し た う え で 、 住 宅 改 修 の ア ド バ

イ スなどが されます 。 

 

 

 

  町に次 の書類を 提出し、 支給の申 請をしま す。 

  《提出 書類》 

   ○住 宅改修が 必要な理 由書         （ ケアマネ ジャー作 成） 

   ○工 事費見積 書              （ 施工業者 作成） 

   ○現 在の状態 がわかる 写真と簡 単な図面    （ 主に施工 業者作成 ） 

    ※ 写 真 は 撮 影 日 を 表 示 し た も の を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

  町より 事前申請 の結果を 通知しま す。 

通 知内容に 基づいて 住宅改修 を行うよ うにして ください 。 

 

 

   

住 宅の改修 を行って 、改修工 事完成。 
 

  

  

 

 

  工事終 了後、次 の書類を 町の担当 窓口また は、ケア マネジャ ーに提出 し住宅 

改 修費が支 給されま す。 

  《提出 書類》 

   ○住 宅改修費 支給申請 書 

   ○住 宅改修に 要した費 用の領収 書（原本 ） 

   ○工 事費内訳 書 

   ○完 成後の状 態を確認 できる書 類（改修 前、改修 後の写真 を添付） 

   ○住 宅所有者 の承諾書 （改修の 利用者と 住宅所有 者が異な る場合に 必要） 

    ※ 写 真 は 撮 影 日 を 表 示 し た も の を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

 

 

※ 注 意  

必 ず 事 前 申 請 が 必 要 で す ！  

①  住宅改修についてケアマネジャーなどに相談 

②住宅改修費支給の事前申請 

③事前申請結果通知 

⑤住宅改修費支給申請・改修費支給 

④住宅改修の施工・完成 
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 福祉用具貸与  

 

 

 

《サービスの概要》  
福祉用具貸与は、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限

り居宅で自立した日常生活ができるよう、利用者の希望・状況・環境を

考慮し適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行います。 
 
※福祉用具貸与を希望される場合は、身体状況や生活環境により用具

の選定が必要となりますので、事前に必ずケアマネジャーと相談して

下さい。 
 
◇貸与対象福祉用具 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 軽 度 者（ 主 に 要 支 援 1・２ 、要 介 護 １ の 認 定 を 受 け て い る 方 ）に つ い て は 、上 記 ① ～ ⑨

ま で の 福 祉 用 具 に つ い て は 、 貸 与 対 象 外 と な る 場 合 が あ り ま す 。  
 
 
《一般的な利用料》 

 貸出料の１割、２割又は３割 

 

☆町内の事業所  

■(有)柴田家具店 

  ・住 所  湧別町中湧別中町 576 番地 

  ・電 話  01586-2-2214 

・事業者  (有)柴田家具店 

① 車 い す（電 動 車 い す な ど） ⑧ 移 動 用 リ フ ト（つ り 具 の 部 分 を 除 く）

② 車 い す 付 属 品（車 い す 用 ク ッ シ ョ ン な ど） ⑨ 自 動 排 泄 処 理 装 置

③ 特 殊 寝 台（電 動 ベ ッ ド） ⑩ 手 す り（取 り 付 け に 際 し 工 事 を 伴 わ な い も の）

④ 特 殊 寝 台 付 属 品（ベ ッ ド に つ け る 手 す り な ど） ⑪ ス ロ ー プ

⑤ 床 ず れ 予 防 用 具（エ ア マ ッ ト な ど） ⑫ 歩 行 器

⑥ 体 位 変 換 器 ⑬ 歩 行 補 助 つ え

⑦ 認 知 症 老 人 徘 徊 感 知 機 器

要支援１・２ 予 

防 

介 

護 

要介護１～５ 

【介護予防福祉用具貸与】 【福祉用具貸与】 
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 福祉用具販売  

 

 

 

《サービスの概要》  
福祉用具販売は、福祉用具のうち入浴・排泄用に供するものといった

貸与になじまないものの販売を行います。 
 
※福祉用具購入をされる場合は、身体状況や生活環境により用具の選

定が必要となりますので、事前に必ずケアマネジャーと相談して下さ

い。 
 
 
◇購入対象福祉用具 
 

 

《一般的な負担額》 

 購入費の１割、２割又は３割 

 

☆町内の事業所  

■(有)柴田家具店 

  ・住 所  湧別町中湧別中町 576 番地 

  ・電 話  01586-2-2214 

・事業者  (有)柴田家具店 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援１・２ 予 

防 

介 

護 

要介護１～５ 
【特定介護予防 
  福祉用具販売】 【福祉用具販売】 

① 腰 掛 便 座（ポータブルトイレなど） ⑥

② 特 殊 尿 器 ⑦ ス ロ ー プ

③ 入 浴 補 助 用 具 ⑧ 歩 行 器

④ 簡 易 浴 槽 ⑨ 歩 行 補 助 つ え

⑤ 移 動 用 リ フ ト の つ り 具 の 部 分

排泄予測支援機器

販売か、貸与かを選択すること
ができます。
福祉用具専門相談員やケアマネ
ジャーと相談してください。
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介護保険等施設 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

《サービスの概要》  
入浴・排泄・食事等の介護、相談及び援助、社会的生活の便宜の供与

その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行

い 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う に す る こ と を 目 指 し た 施

設です。入所には原則として要介護３以上の介護認定が必要です。一般

的な略称は「特養」です。 
 

● 一般的な 利用料金 （３０日 分）※（ ）は日額 

介 護保険で 定められ た自己負 担分【利用者負担１割を掲載しています】 

介 護度 

区 分 
要 介護１ 要 介護２ 要 介護３ 要 介護４ 要 介護５ 

基 本料金 

多 床室 
17,670 円  

(589 円 ) 

19,770 円  

(659 円 ) 

21,960 円  

(732 円 ) 

24,060 円  

(802 円 ) 

26,130 円  

(871 円 ) 

ﾕﾆｯﾄ型  

個  室 

20,460 円  

(682 円 ) 

22,590 円  

(753 円 ) 

24,840 円  

(828 円 ) 

27,030 円  

(901 円 ) 

29,130 円  

(971 円 ) 

※ 基本料金 にその他 加算が加 わります 。加算内 容は各施 設によっ て異なり ます。 
 

● 食費・居 住費（３ ０日分）※（）は 日額 （ 介護 保険 で定めら れた自己 負担分）  

世 帯 課

税 状 況

区 分 

住民税非課税世帯 

住民税課税世帯 
（ 第 ４ 段 階 ）  
※ 基 準 費 用 額  

生活保護受給者 
（ 第 1 段 階 ） 

合計所得金額+
年 金 収 入 額 が
80.9 万円以下 
 
（ 第 ２ 段 階 ） 

合計所得金額+
年 金 収 入 額 が
80.9 万円超 
120 万以下 

（ 第 ３ 段 階 ① ）

合計所得金額+ 
年金収入額が 
120 万円超 
 

（ 第 ３ 段 階 ② ）

食  費 
9,000 円  

(300 円 ) 

11,700 円 

(390 円 ) 

19,500 円 

(650 円 ) 

40,800 円 

(1,360 円 ) 

43,350 円 

(1,445 円 ) 

居 住費  

多 床室 
0 円  

(0 円 ) 

12,900 円 

(430 円 ) 

12,900 円 

(430 円  

12,900 円 

(430 円 ) 

27,450 円 

(915 円 ) 

ユニット 

個  室 

26,400 円 

(880 円 ) 

26,400 円 

(880 円 ) 

41,100 円 

(1,370 円 ) 
41,100 円 

(1,370 円 ) 

61,980 円 

(2,066 円 ) 

※ 上記、第 ２・第３ 段階①② に該当さ れる方で も、配偶 者が住民 税課税者 また は

預 貯金等が 一定額を 超える場 合は、第 ４段階と なります 。 

 ※上記、年金 収入 額には非 課税年金（遺 族年 金、障害 年金等）額も 含ま れます。  

《 参考》多 床室と個 室の自己 負担の比 較 

高 額介護サ ービス費 の住民税 世帯非課 税者で介 護認定要 介護３の 方（食費・居 住
費 負担は第 2 段 階） が３０日 施設利用 した場合 の自己負 担額 

 
①  多 床室 

利 用料 金 21,960 円 ＋食 費 11,700 円 ＋居住費 12,900 円  
                            ＝ 46,560 円 － 6,960 円 ※＝ 39,600 円  

 
②  個 室 

  利用料 金 24,840 円 ＋食 費 11,700 円 ＋居 住費 26,400 円  
＝ 62,940 円 － 9,840 円 ※＝ 53,100 円  

 
 ※ 高 額介 護 サ ービ ス 費 （P6） と し て １ ヶ月 の 自 己負 担 が 限度 額 を 超え た 場 合は

そ の超えた 分を支給 します。 
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☆町内の施設  

■特別養護老人ホーム 湧別オホーツク園 

■地域密着型介護老人福祉施設 湧別オホーツク園リラの杜※ 

 ※湧 別オ ホーツク 園のサテ ライト型 併設施設 

・住 所   湧別町東４１番地の１  

・電 話   01586-5-3660 

・利用定員  60 名 

（オホーツク園 多床室 40 名・リラの杜 個室 20 名） 

・事業者   (福)湧別福祉会 

■  地域密着型介護老人福祉施設 湖水の杜※ 

※ 湧別オホ ーツク園 のサテラ イト施設 

・住 所   湧別町芭露２３３４番地の２ 

・電 話   01586-4-5525 

・利用定員  20 名（個室 20 名） 

・事業者   (福)湧別福祉会 

 

■特別養護老人ホーム 湧愛園 

■地域密着型介護老人福祉施設 湧愛園ちゅーりっぷの里※ 

※ 湧愛園の サテライ ト型併設 施設 

・住所    湧別町上湧別屯田市街地 336 番地の１ 

・電話    01586-2-3151 

・利用定員  6０名 

（湧愛園 多床室 4０名・ちゅーりっぷの里 個室 20 名） 

・事業者   (福)湧別福祉会 

 

 ※地域密着型施設の 

「湧別オホーツク園リラの杜」、「湖水の杜」、 

「湧愛園ちゅーりっぷの里」は、町民の方のみが入所できます。 
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 認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム) 

《サービスの概要》 
認知症高齢者に共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の

下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を
行い、能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようにするこ
とを目指した施設です。入所には要支援２又は要介護１以上の介護認定
が必要です。 
 
● 一般的な 利用料金 （３０日 分）※（ ）は日額 

介 護保険で 定められ た自己負 担分【利用者負担１割を掲載しています】  

介 護 度  

区 分  
要 支 援 ２  要 介 護 １  要 介 護 ２  要 介 護 ３  要 介 護 ４  要 介 護 ５  

基 本 料 金  
 
1 ユニットの場合 

 
 

2 ユニット以上 
の場合 

 
 

22,830 円  
(761 円 ) 

 
22,470 円  

(749 円 ) 

 
 

22,950 円  
(765 円 ) 

 
22,590 円  

(753 円 ) 

 
 

24,030 円  
(801 円 ) 

 
23,640 円  

(788 円 ) 

 
 

24,720 円  
(824 円 ) 

 
24,360 円  

(812 円 ) 

 
 

25,230 円  
(841 円 ) 

 
24,840 円  

(828 円 ) 

 
 

25,770 円  
(859 円 ) 

 
25,350 円  

(845 円 ) 

※ 基 本 料 金 、 そ の 他 加 算 が か か り ま す 。 加 算 内 容 は 各 施 設 に よ っ て 異 な り ま す 。  

 
《 参考》1 ユ ニット の施設に 入居した 場合 

高額介護サービス費の住民税世帯非課税者で、介護認定要介護２の方が３０日施設利用した場合の自己負

担額利用料金 24,030 円-9,030 円※＝15,000 円となり、これに各施設で決められた部屋代・食費・水

道光熱費の負担がかかります。 
  

※ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 （ P6） と し て 、 １ ヶ 月 の 自 己 負 担 が 限 度 額 を 超 え た 場 合 は そ の 超   

 え た 分 を 支 給 し ま す 。  
 
☆町内の施設  

■グループホーム上湧別館 
・住 所       湧別町中湧別北町 23 番地の７ 
・電 話       01586-４-2070 
・利用定員      18 名（全 室個 室） 

※地域密着型施設のため、町民の方のみが入居対象 

・事業者       ㈱ドリーム・イデア  
 
●介護保険自己負担以外の一般的な費用（1 ヶ月） 

区  分 夏 季（ 6～ 9 月） 冬 季（ 10～ 5 月） 

食 費（ お や つ 代 含 む ）   45,000 円 
（ 1 日 1,350 円 ）  

 45,000 円 
（ 1 日 1,350 円 ）  

居 住 費  27,000 円 
（ 1 日 900 円 ）  

 27,000 円 
（ 1 日 900 円 ）  

水道光熱費 18,000 円 
（ 1 日 600 円 ）  

 18,000 円 
（ 1 日 600 円 ）  

冷暖房費  3,000 円 
（ 1 日 100 円 ）  

 9,000 円 
（ 1 日 300 円 ）  

計 88,500 円  94,500 円 



 

- 24 - 

 軽費老人ホーム  

《サービスの概要》 

低額な料金で高齢者が入居でき、食事の提供その他日常生活上必要な

便宜を供与することを目的とする施設です。入所対象者は、主に自炊は

できないが、その他日常生活は自立している方が対象です。 

 

☆町内の施設  

■ケアハウス来夢 

・住 所       湧別町上湧別屯田市街地３３５番地の２ 

・電 話       01586-4-1100 

・利用定員      ３０名（１人用２４室、２人用３室） 

・併設サービス・施設 特別養護老人ホーム、通所介護（予防）、 

短期入所（予防） 

・事業者        (福)湧別福祉会 
 

●入居者費用負担額（生活費＋管理費＋事務費＋暖房費） 

（1 ヶ月：単身入居の場合） 

生 活 費 
（食費含む）  

44,500 円 

管 理 費 8,400 円 

事 務 費 

前年の収入金額に応じ１７段階に区分されています。 
※ 前 年 の 収 入 金 額 と は 、租 税・社 会 保 険 料・医 療 費 等 の 必 要 経

費 を 控 除 し た 後 の 収 入 を い い ま す 。  

前年の収入金額 150 万円以下 

～  
前年の収入金額 300 万円超え 

10,000 円 
     ～  

94,000 円 

暖房費 １０月～５月まで 8,250 円 

 
各居室で使用する電気・上下水道・電話料等の料金は利用者負担となります。 
 
ご夫婦で入居される場合は、上記負担額の算定方法とは異なりますので、ケ

アハウス来夢へお問い合わせください。 
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 有料老人ホーム（住宅型） 

《サービスの概要》 
日常生活で介護が必要となった高齢者に対し、入浴・排せつ・食事等

の介護の提供、家事、健康管理などを行う施設です。入所対象者は、主
に要支援・要介護認定者です。 
 
☆町内の施設  

■住宅型有料老人ホーム向日葵 

・住 所     湧別町中湧別東町９８９番地の１９ 

・電 話     01586-8-7636 

・利用定員    ３０名（２人用１５室） 

・併設サービス・施設 訪問介護（予防）、通所介護（予防） 

・事業者       (有)ひまわり（遠軽町） 
 

●入居者費用負担額（1 ヶ月） 

食  費 30,000 円 

居 住 費 30,000 円 

管 理 費 15,000 円 

計 75,000 円 

   ※入居者が介護サービスを利用した場合は、上記負担額に加算されます。 
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■リビングケア・オリーブ 

・住 所       湧別町中湧別中町７２６番地 

・電 話       01586-４-1760 

・利用定員      17 名（1DK 13 室、１LDK ２室(夫婦部屋)） 

・事業者       ㈱ドリーム・イデア 
 

●入居者費用負担額（1 ヶ月） 

区分 １DK（１人） １LDK（２人） 

家賃 38,000 円 48,000 円 

共益・管理費 11,000 円 11,000 円 

水 道費 （モデル料金） 2,457 円 2,457 円 

食 費 30 日 （モデル料金） 40,500 円 81,000 円 

生活サポート費 8,000 円～ 16,000 円～ 

計 99,957 円～ 159,712 円～ 

・上記の金額はモデル料金です。自炊等により希望にあった予算を組み込むことも可能です。 

・居室においての生活用品、電気代等は実費負担となります。 

・入居者が介護サービスを利用した場合は、上記負担額に加算されます。 

・その他有償生活サポート（買い物同行等）を利用する際は別途料金がかかります。 
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 高齢者専用賃貸住宅  

《サービスの概要》 
高齢者の入居を拒まない住宅として、高齢者や同居配偶者を賃借人と

する賃貸住宅です。 

 

☆町内の施設  

■在宅支援型住宅 湖水の杜  
・住 所       湧別町芭露２３３４番地の２ 
・電 話       01586-４-5525 
・利用定員      ５名（1DK ５室） 
・ 併設サービス・施設 小規模多機能型居宅介護、特別養護老人ホーム、 

                地域交流スペース、キッズルーム 
・事業者       (福)湧別福祉会 
 
●入居者費用負担額（1 ヶ月） 

   

 

 

 

 

 

 
 

  ※その 他食事代 （希望者 のみ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家  賃 35,000 円  

共益費（光熱水費他） 

10,500 円 （単身） 

16,000 円 (夫婦入居) 

「地域交流スペース 湖水の杜」は、 
      地域の皆さんのアイディアで多目的な活動に活用できる 

「場（スペース）」です。 

      ふれあいサロン・集会、地域⾏事など 

“活用方法は地域で決定”します。 
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 生活支援ハウス  

《サービスの概要》 

高齢などのため居宅において生活する事に不安のある、一人暮らしや

夫婦世帯の方などが安心した生活を営むことを目的とした施設です。入

所対象者は、主に自炊等の日常生活が自立していることが条件です。 

  

☆町内の施設  

■亜麻の里 

・住 所       湧別町東４１番地の１１ 

・電 話       01586-5-3800 

・利用定員         １２名（１人用８室、２人用２室） 

・併設サービス・施設 特別養護老人ホーム、通所介護（予防）、 

短期入所（予防） 

 ・事業者       湧別町 

・施設の管理運営   (福)湧別福祉会（指定管理者） 
 
●入居者費用負担額（1 ヶ月） 

管理費 １人用 10,000 円、２人用 15,000 円 

事務費 

収入金額 120 万円以下 ０円 

収入金額 130 万円以下 4,000 円 

※収入金額が 120 万円を超え 130 万円以下の方は、事務費は４千円と

なります。130 万円を超える方は、収入金額が 10 万円増えるごとに

事務費 4 千円に３千円が加算されます。 

ただし、収入金額が 200 万円を超える方は、事務費一律３万円です。 
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介 護 保 険 料 

 介護保険料  

 介護保険 は、公費 と、４０ 歳以上の 皆さんが 納める保 険料を財 源に運営 して 

い ます。介 護が必要 になった ときに、 だれもが 安心して サービス を利用で きる 

よ うに支え ていこう という仕 組みです 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ※  令和６～令和８年度の割合です。 

 

６ ５歳以上 の方の保 険料は、 湧別町の 介護サー ビス費用 がまかな えるよう 

算 出された 「基準額 」をもと に決まり ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別な事 情がない のに、保 険料の滞 納が続く 場合、未 納期間に 応じて給 付が 一 時
差 し止めに なったり、利用者 負担が３ 割（４割）になっ たりする 措置がと られます 。 
 
 

１年間滞納した場合  １ 年 ６ カ 月 間 滞 納 し た 場 合   ２年以上滞納した場合 

サ ー ビ ス を 利 用 し た

と き 、い っ た ん 利 用 料

の 全 額 を 自 己 負 担 し

な け れ ば な ら な く な

り ま す 。（ ９ 割 相 当 分

は あ と で 払 い 戻 さ れ

ま す 。 ）  

あ と で 払 い 戻 さ れ る は ず の 給

付 費（ ９ 割 相 当 分 ）の 一 部 ま た

は 全 部 を 一 時 的 に 差 し 止 め る

な ど の 措 置 が と ら れ ま す 。 な

お 滞 納 が 続 く 場 合 は 、 差 し 止

め ら れ た 額 か ら 保 険 料 が 差 し

引 か れ る 場 合 も あ り ま す 。  

未 納 期 間 に 応 じ て 、利

用 者 負 担 が ３ 割 （ ４

割 ）に 引 き 上 げ ら れ た

り 、高 額 介 護 サ ー ビ ス

費 等 が 受 け ら れ な く

な っ た り し ま す 。  

保険料 
50％ 

公費 50％ 

６５歳以上の方の 

保険料 ２３％

４０歳以上６５歳未満の方の 

保険料 ２７％

半 分 が 保 険 料 で  

ま か わ れ て い ま す 。  



 

- 30 - 

 
※合計所得金額とは、実際の収入から必要経費、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額、年金収入

に係る所得額（第１から第５段階のみ）を差し引いた額です。 

 

 納め方は 受給して いる年金 の額によ って２通 りに分か れます。 
 
◎ 年金が年 額１８万円以上の方 

 年金から ≪ 天 引 き ≫になり ます（特 別徴収） 

 ●保険料 の年額が 、年金の 支払い月 

（４月･６月･８月･１０月･１２月･２月） 

に年 ６回に 分けて天 引きにな ります。 

 
 ● 特 別 徴 収 の 対 象 者 と し て 把 握 さ れ る と 、 概 ね ６ カ 月 後 か ら 保 険 料 が 天 引 き に

な ります。 
 ※ 年 度 途 中 で の 他 市 区 町 村 か ら 転 入 し た と き な ど 特 別 徴 収 の 対 象 者 で あ っ て も 、一 時 的 に

納 付 書 で 納 め る こ と が あ り ま す 。  
 
◎ 年金が年 額１８万円未満の方 

 ≪ 納 付 書 ≫で各自 納めます （普通徴 収） 

 ●保険料 の年額を ７回（期 ）に分け て納めま す。 

 ●湧別町 から納付 書が送付 されます ので、取 扱金融機 関で納め てくださ い。 

忙 しい方、 なかなか 外出が出 来ない方 は、介護 保険料の口座振替が 便利で す。 

① 介護保険 料の納付 書、通帳 、印鑑（ 通帳届出 印）を用 意します 。 

② 取扱金融 機関で「 口座 振替 依頼書」に必 要事 項を記入 し、申し 込みます 。 

基準額に対

する割合
保険料（年額）

第１段階
基準額

×0.285
１７，７００円

第２段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８２．６５万円超１２０万円以下の方

基準額
×0.485

３０，２００円

第３段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
１２０万円超の方

基準額
×0.685

４２，７００円

第４段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８２．６５万円以下の方

基準額
×0.９

５６，１００円

第５段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８２．６５万円超の方

基準額 ６２，４００円

第６段階 前年の合計所得金額が１２０万円未満の方
基準額
×１.２

７４，８００円

第７段階
前年の合計所得金額が１２０万円以上
２１０万円未満の方

基準額
×１.３

８１，１００円

第８段階
前年の合計所得金額が２１０万円以上
３２０万円未満の方

基準額
×１.5

９３，６００円

第９段階
前年の合計所得金額が３２０万円以上
４２０万円未満の方

基準額
×１.７

１０６，０００円

第10段階
前年の合計所得金額が４２０万円以上
５２０万円未満の方

基準額
×１.9

１１８，５００円

第11段階
前年の合計所得金額が５２０万円以上
６２０万円未満の方

基準額
×2.1

１３１，０００円

第12段階
前年の合計所得金額が６２０万円以上
７２０万円未満の方

基準額
×2.3

１４３，５００円

第13段階 前年の合計所得金額が７２０万円以上の方
基準額
×2.4

１４９，７００円

本人が住民税課税

所得段階 対象となる方
令和６年～８年度

●生活保護受給者の方

●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

●前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８２．６５万円以下の方

世帯全員が住民税非課税

世帯の誰かに住民税が課税
されているが本人は住民税
非課税
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住み慣れた地域で安心して 

暮らし続けられるように 
 

 地域包括 ケアシス テムとは 、２０２ ５年（令 和７年） を目途に 高齢者が 住み慣

れ た地域で 自分らし い暮らし を続けて いくこと ができる ように、 住まい・ 医療・

介 護・予防 ・生活支 援を一体 的に提供 する仕組 みの構築 を目指し ています 。 

 

《 地域包括 ケアシス テムの概 念図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域包括ケアシステムに必要な４つの『助』  
 地域包括 ケアシス テムでは 、市区町 村などか らの公的 なサービ スや支援 の「共

助 」と「公 助」だけ でなく、 自力で問 題を解決 する「自 助」や住 民が互い に助け

合 う「互助 」による 支えがと ても大切 になりま す。 

 

  

 住み慣れた地域で生活するために、

自分で様々なサービスを利用し、問題

を自力で解決することです。 

 地域住民やボランティア、家族や知り

合いなどが、自発的にお互いが助け合う

ことです。 

 介護保険や医療保険などの社会保

険によるサービスのことです。 

 税金をもとにした生活保護や権利擁

護など、国や都道府県、市町村が行なう

社会福祉サービスのことです。 

  

  自 助 

共 助 

互 助 

公 助 
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支え合いの地域づくりへの施策 

 生活支援体制整備事業  
 医療・介 護等の専 門的サー ビ 

ス 以外に多 様な主体 が生活支 援 

サ ービスを 提供でき る仕組み や、 

元 気な高齢 者の社会 参加を推 進 

し ていく事 業です。 

 湧別町で は、社会 福祉協議 会 

に 委託をし て実施し ておりま す。  

認知症のための施策 
・ も し か し た ら 認 知 症 ？ 心 配 だ け ど わ か ら な い 。  

 ・ 認 知 症 の 症 状 が 強 く 介 護 や 対 応 に 困 っ て い る 。  

 ・ 医 療 や 介 護 サ ー ビ ス を 利 用 し た い が 、 ど う し た ら よ い か 。  

 ・ 認 知 症 疾 患 の 診 断 を 受 け た い が 、 う ま く 受 診 に つ な が ら な い 。  

まずは、地域 包括支援 センターにご相談 ください。 

 認知症初期集中支援チーム  
 認知症初 期集中支 援チーム は、認知 症に係る 専門的な 知識・技 能を有す る医 師 の

指 導 の 下 、 複 数 の 専 門 職 が 家 族 の 訴 え に よ り 認 知 症 が 疑 わ れ る 方 や 認 知 症 の 方 及

び その家族 を訪問、観 察評価、家族支 援などの 初期の支 援を包括 的、集中 的に行い 、

自 立生活の サポート を行うチ ームです 。 

 湧別町で は、地域 包括支援 センター に設置し ておりま す。認知 症は誰も がな る 可

能 性のある 病気であ り、早め の対応が 重要とな ります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 認知症地域支援推進員  
 認知症の 方が、で きる限り 住み慣れ た自宅で 暮らし続 けること ができる ように

支 援するた め、医療 機関や介 護・福祉 サービス など地域 の支援機 関との連 携を図

る ための支 援や、認 知症の方 やその家 族を支援 する相談 業務など を行いま す。 

 湧別町で は、地域 包括支援 センター に推進員 を配置し ておりま す。  

 

？ 
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 湧別町介護予防・生活支援事業  

 介護保険 の対象と ならない 方で、介 護が必要 な状況に 陥ること なく、自 立し た 生

活 が確保で きるよう にするた めのサー ビスです 。 

◎ 生きがい 対応型デ イサービ ス事業  

 ◎軽度生 活援助（ ふれあい 訪問） 

 ◎生活管 理指導員 派遣（ホ ームヘル プ） 

 ◎生活管 理指導短 期宿泊（ ショート ステイ） 

 ◎外出支 援サービ ス（移送 サービス ） 

 

《サービス概要》  
 

生きがい対応型デイサービス事業 

事 業 内 容 
要介護状態への進行を防止するため、通所により日

常生活訓練や趣味活動等を行います。 

対象者の基準 

要介護認定で「自立」と判定された方及び概ね６５

歳以上の在宅の高齢者その他これに準ずると認めら

れる方。 

 

軽度生活援助事業（ふれあい訪問） 

事 業 内 容 
日常生活上の軽易な支援、訪問又は電話により健康

状態の確認、心配事相談、生活指導等を行います。 

対象者の基準 

要介護認定で「自立」と判定された方及び概ね６５

歳以上の在宅のひとり暮らしの高齢者その他これに

準ずると認められる方。 

 

生活管理指導員派遣事業（ホームヘルプ） 

事 業 内 容 

日常生活に必要な支援、指導等を提供するためホー

ムヘルパーを派遣します。 

週に２時間以内で利用が可能です。 

対象者の基準 

要介護認定で「自立」と判定された方で、在宅で支

援等が必要であると認められた方。 
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生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

事 業 内 容 
特別養護老人ホームを利用したショートステイ事業 

１ヶ月で１週間以内の利用が可能です。 

対象者の基準 

要介護認定で「自立」と判定された方で、在宅支援等

が必要と認められた方（介護者のやむを得ない事由

により介護を受けることができないなど）。 

 

外出支援サービス事業（移送サービス） 

事 業 内 容 

機能訓練、通院等の送迎のための交通手段を提供し

ます。町内の医療機関又は、町内に診療科目がない

場合は、遠軽町か紋別市の医療機関まで送迎を行い

ます。 

対象者の基準 

下記のいずれかに該当する方。 

①歩行機能の低下及び認知症により、公共交通機関

等による移動が困難で、同居又は町内に居住する

家族等が交通手段のない方 

②車椅子又はストレッチャー等でなければ移動が困

難な方 

③介護者がいなければ医療機関等の利用が困難な方

で、同居又は町内に居住する家族等がいない方 

 

☆問合せ・申込先  

■湧別町役場湧別庁舎 福祉課地域包括支援センター 

・住 所     湧別町栄町１１２番地の１  

・電 話     01586-５-3761 
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湧別町及び町内事業所の高齢者向けサービス 
 
 高齢者向けサービス一覧  
●湧別町のサービス 
 

寝たきり老人等介護手当助成事業 

事 業 内 容 
介護者の経済的及び精神的負担を軽減するため、介護手当
月２万円を支給します。 
※ 介護保険 サービス 、障害児 福祉手当 等との併 給は可能 です。 

対象者の基準 
寝たきり及び認知症の高齢者で、３ヶ月以上継続して要介
護４相当以上の方（入院・ショートステイ等在宅でない期
間は除く）。 

 
寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業 

事 業 内 容 

寝 た き り 高 齢 者 等 を 介 護 す る 世 帯 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 を
目的と し、紙お むつの購 入費用の １/２を 助成しま す。た
だし、対象となる紙おむつは、町内で購入したものに限り
ます。（月助成限度額５，０００円） 

対象者の基準 

在宅で今後１ヶ月以上常時おむつを必要とする方で、次の
いずれかに該当する方。 
・要介護度２以上の方 
・要介護認定を受けていない方で 、要介護２相当以上の方 
・身体障害者で上肢又は下肢、体幹及び視覚のいずれかで

１級又は２級の障害を有する方 
・知的障害者で A 判定の療育手帳保持者 
・精神障害者で１級の精神保健福祉手帳所持者 

 
高齢者等生活応援事業（おむつに係る有料ごみ袋の配布） 

事 業 内 容 
在宅でおむつを使用している高齢者等の生活を応援し、対
象 者 １ 名 に つ き １ カ 月 あ た り 燃 や す ご み 用 １ ５ リ ッ ト ル
袋５枚を無料で配布します。 

対象者の基準 

在宅でおむつを使用し、下記のいずれかに該当する方。 
・満７５歳以上の方 
・要介護認定｢要介護 1 から 5｣の方 
・障害者及び障害児 

 
高齢者用歩行車購入助成事業 

事 業 内 容 
高齢者の屋外生活を助長し、健康な体づくりのため、屋外
用歩行 車を購入 する方に 対し購入 費用の１ /２を助 成しま
す。（助成限度額１５，０００円） 

対象者の基準 
在宅の高齢者等が歩行困難な状態で、屋外用歩行車を使用
することで外出が可能となる方。 

 
高齢者等さわやか住宅改造補助事業 

事 業 内 容 
住 宅 で の 快 適 な 住 環 境 の 整 備 を 目 的 と し 住 宅 改 造 費 用 の
１/３を補助します。（補助限度額３０万円） 
主な改修：浴室、手すり、段差解消等 

対象者の基準 
町民税所得割非課税世帯で、６５歳以上の方がいる世帯又
は 重 度 身 体 障 害 者 で あ っ て 日 常 生 活 に 介 助 が 必 要 な 方 の
いる世帯で、日常生活に対応した住宅の改造を行う方。 
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高齢者バス通院費助成事業 

事 業 内 容 
１人年間 72 枚、人工透析の場合は年間 300 枚（150 往
復）のバス券を交付します。 

対象者の基準 
70 歳以上でバスによる通院が必要な方 
※ 高 齢 者 外 出 支 援 ハ イ ヤ ー 料 金 助 成 事 業 と の 併 用 は で き
ません。 

※  町営バ スについ ては 、満 65 歳 以 上の方は 運賃免除 となりま す。（た だし 、乗
車 時に「介 護保険被 保険者証 」の提示 が必要で す） 

高齢者外出支援ハイヤー料金助成事業 

事 業 内 容 

歩 行 困 難 で ハ イ ヤ ー に よ る 通 院 又 は 買 物 等 を よ ぎ な く さ
れている方に対し、１枚 500 円のハイヤー券を年間 288
枚交付します。 
ただし、中湧別・北兵村地区は 144 枚。 

対象者の基準 

要支援１以上又は要支援１以上と同等であると認められ、
かつ、車の運転が出来ない又は送迎してくれる親族が近く
になく、バスに乗車することが困難な在宅の方。 
※高齢者バス通院費助成事業との併用はできません。 

 

高齢者等緊急通報システム設置事業 

事 業 内 容 
在宅の高齢者や身体障害者に緊急通報用電話機を貸与し、
急病及び災害等の緊急の場合に、電話機又は専用ペンダン
トを活用することで救急対応を図ります。 

対象者の基準 

町内に住所のある方で、次のいずれかに該当する方。 
・おおむね 65 歳以上でひとり暮らしの方又は高齢者夫婦

世帯で安否の確認が必要と認められる場合。 
・身体障害者で、安否の確認が必要と認められる場合。 
・同居者のいるおおむね 65 歳以上の高齢者で、同居者が

仕事等で日中独居となり、安否の確認が必要と認められ
る場合。 

条件：固定電話が設置されていること。 
 

介護サービス等利用者負担額助成 

事 業 内 容 
非 課 税 世 帯 の 介 護 保 険 在 宅 系 サ ー ビ ス の 自 己 負 担 額 の 
１/２を助成します。 

対象者の基準 
湧別町の介護保険被保険者で、住民税非課税世帯の方。 
（非課税世帯基準日７月１日） 

 
社会福祉法人による利用者負担軽減制度 

事 業 内 容 
低所得で生計が困難な方に対し、社会福祉法人がその社会
的役割の一環として利用者負担額等を１/４軽減します。 

対象者の基準 
年間収入が単身世帯で 150 万円、世帯員が１人増えるご
とに 50 万円を加算した額以下であること など 
詳しくは、お問い合わせ下さい。 

 
☆問合せ・申込先  

■湧別町役場湧別庁舎 福祉課高齢介護グループ 
・住 所     湧別町栄町１１２番地の１  
・電 話     01586-５-3761 
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●湧別町社会福祉協議会のサービス 
 

除雪サービス 

事 業 内 容 

冬 期 間 の 積 雪 に よ る 緊 急 避 難 路 の 確 保 の た め の 除 雪 を 行
います。 
1 回５ｍまで 300 円、10ｍまで 400 円、15ｍまで 500 円 

対象者の基準 ひとり暮らし又は夫婦で除雪を行うことが困難な世帯。 

 
給食サービス 

事 業 内 容 

食生活の改善、安否の確認、孤独感の解消など定期的に給
食の宅配を行います。 
週２回（夕食）１食３５０円 

対象者の基準 
ひとり暮らし又は高齢者の夫婦で、食事を作ることが困難
な世帯。 

 
☆問合せ・申込先  

■(福)湧別町社会福祉協議会 

・住 所  湧別町中湧別南町 911 番地 社会福祉会館内 

・電 話  01586-2-2197 
 

●介護タクシーステップのサービス 
 

介護タクシー 

事 業 内 容 

公共交通機関の利用が困難な方の通院・外出等の送迎を行
います。 
料 金 は 一 般 の タ ク シ ー と 同 じ メ ー タ ー 制 と 時 間 制 が あ り
ます。詳細はお問い合わせ下さい。 

対象者の基準 公共交通機関の利用が困難で介護が必要な方。 

 
☆問合せ・申込先  

■介護タクシーステップ 

・住 所  湧別町錦町 304 番地の 1 

・電 話  01586-8-7744 
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そ の 他 

 町内に介護事業所のある事業者一覧  
 
 
 
  
■（福）湧別町社会福祉協議会

住 所 湧別町中湧別南町９１１番地

電 話 ０１５８６－２－２１９７

サ ー ビ ス 提 供 種 類 事 業 所 住 所 電話 番号

居 宅 介 護 支 援 湧別町栄町１１２番地の１ 5-3772

訪 問 介 護 湧別町中湧別南町９１１番地 2-2197

湧別町中湧別南町９１１番地 2-2197

湧別町栄町１１２番地の１ 5-3772

■（福）湧別福祉会

住 所 湧別町東４１番地の１

電 話 ０１５８６－５－３６６０

サ ー ビ ス 提 供 種 類 事 業 所 住 所 電話 番号

湧別町東４１番地の１１ 5-3800

湧別町上湧別屯田市街地３３５番地の１ 2-5116

湧別町東４１番地の１１

湧別町東４１番地の１６

湧別町芭露２３３４番地の２

小規模多機能型居宅介護 湧別町芭露２３３４番地の２

湧別町東４１番地の１ 5-3660

湧別町上湧別屯田市街地３３６番地の１ 2-3151

湧別町東４１番地の１６ 5-3660

湧別町上湧別屯田市街地３３６番地の１ 2-3151

湧別町芭露２３３４番地の２

高 齢 者 専 用 賃 貸 住 宅 湧別町芭露２３３４番地の２

軽 費 老 人 ホ ー ム 湧別町上湧別屯田市街地３３５番地の２ ４-1100

生 活 支 援 ハ ウ ス 湧別町東４１番地の１１ 5-3800

サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 名 等

湧別町社協居宅介護支援事業所

湧別町社協訪問介護事業所

生きがい対応型
　　　　デイサービス
　（町の委託事業）

湧別町社会福祉会館（実施場所）

湧別町役場 湧別庁舎 第2庁舎（実施場所）

サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 名

湧別町高齢者生活福祉センター

短 期 入 所 生 活 介 護

湧別オホーツク園短期入所生活介護施設
5-3660

湧別オホーツク園リラの杜短期入所生活介護施設

湖水の杜短期入所生活介護施設

湧別町上湧別屯田市街地３３６番地の１

通 所 介 護

介 護 老 人 福 祉 施 設

特別養護老人ホーム　湧別オホーツク園

地域密着型介護老人福祉施設　湧別オホーツク園リラの杜

地域密着型介護老人福祉施設　湖水の杜
4-5525

在宅支援型住宅　湖水の杜

上湧別老人デイサービスセンター

湧愛園短期入所生活介護施設

湧愛園ちゅーりっぷの里短期入所生活介護施設

亜麻の里（指定管理事業）

小規模多機能ホーム　湖水の杜

2-3151

4-5525

特別養護老人ホーム　湧愛園

地域密着型介護老人福祉施設　湧愛園ちゅーりっぷの里

ケアハウス来夢
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■（株）ドリーム・イデア

住 所 湧別町上湧別屯田市街地１３８番地

電 話 ０１５８６－４－１３００

サ ー ビ ス 提 供 種 類 事 業 所 住 所 電話 番号

居 宅 介 護 支 援 090-5224-4283

訪 問 介 護 4-1300

通 所 介 護 湧別町上湧別屯田市街地92番地の1 8-7116

有 料 老 人 ホ ー ム 湧別町中湧別中町７２６番地 4-1760

認知症対応型共同生活介護施設 湧別町中湧別北町２３番地の７ 4-2070

■（有）ひまわり

住 所 遠軽町南町２丁目６－１１

電 話 ０１５８６－8－７７２５

サ ー ビ ス 提 供 種 類 事 業 所 住 所 電話 番号

訪 問 介 護

通 所 介 護

有 料 老 人 ホ ー ム 湧別町中湧別東町９８９番地の１９ 8-7636

■（一社）繋・つなぐ

住 所 湧別町中湧別北町１２７番地の１

電 話 ０１５８６－8－７６７６

サ ー ビ ス 提 供 種 類 事 業 所 住 所 電話 番号

通 所 介 護 湧別町中湧別北町１２７番地の１ 8-7676

■（有）柴田家具店

住 所 湧別町中湧別中町５７６番地

電 話 ０１５８６－２－２２１４

サ ー ビ ス 提 供 種 類 福祉用具貸与・販売

8-7725
デイサービス絆

住宅型有料老人ホーム向日葵

サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 名

リハビリ型デイサービスつなぐ

デイサービスらん

有料老人ホーム リビングケア・オリーブ

グループホーム上湧別館

サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 名

ホームヘルプ向日葵
湧別町中湧別東町９８９番地の１６

サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 名

居宅介護支援事業所オリーブ
湧別町上湧別屯田市街地１３８番地

訪問介護事業所オリーブ
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 遠軽町の介護事業所（※湧別町でのサービス実績がある事業所）  

 
☆居宅介護支援事業所 
 ■居宅介護支援事業所かたつむり 

・住 所      遠軽町大通南２丁目３番地２０          
・電 話      0158-50-4352 
・事業者      （特非）遠軽町手をつなぐ育成会 かたつむりの会 

 

☆訪問介護 
■ヘルパーステーションかたつむり 
・住 所      遠軽町大通南２丁目３番地２０  
・電 話      0158-50-4352 
・事業者      （特非）遠軽町手をつなぐ育成会 かたつむりの会 

 

■ヘルパーステーションふくろう 
・住 所      遠軽町１条通南１丁目４番地２１  
・電 話      0158-50-4057 
・事業者      （株）幸せをつなぐふくろう 
 

☆通所介護 
■リハビリ特化型デイサービス カラダラボ遠軽 
・住 所      遠軽町大通南２丁目１番地８号 
・電 話      0158-46-3317 
・事業者      有限会社ラボジャパン 

 

☆訪問看護 

■遠軽地域訪問看護ステーションにじ 
・住 所      遠軽町大通北３丁目１番５号 
・電 話      0158-42-4397 
・事業者      北海道厚生農業協同組合連合会 
 

■訪問看護ステーション CONNECT 
・住 所      遠軽町大通南１丁目 10-13 井上貸店舗左側１階 
・電 話      0158-46-7782 
・事業者      株式会社 CONNECT 
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近隣市町の福祉施設  
 
☆介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

（※入所には、原則として要介護 3 以上の介護認定が必要です） 
遠軽町 

■特別養護老人ホーム 花の苑 （定員 50 名） 
・住 所   遠軽町西町３丁目４番地  
・電 話   0158-42-4328 ・事業者   (福)浄光会    
■特別養護老人ホーム 丸瀬布ヒルトップハイツ （定員 50 名） 
・住 所   遠軽町丸瀬布新町 274 番地 1 
・電 話   0158-47-3001 ・事業者   (福)丸瀬布社会福祉協会 

紋別市 
■特別養護老人ホーム 安養園 （定員 57 名） 
・住 所   紋別市大山町１丁目３４番地２ 
・電 話   0158-24-4700 ・事業者   (福)滋愛会 

佐呂間町 
■佐呂間町立特別養護老人ホーム 愛の園 （定員 60 名） 
・住所    佐呂間町字永代町１７７番地１０ 
・電話    01587-2-3076 ・事業者   佐呂間町 

☆介護老人保健施設（※入所には要介護１以上の介護認定が必要です） 

遠軽町 

■プライムいくたはら （定員 100 名） 
・住 所   遠軽町生田原伊吹６番地 1 
・電 話   0158-45-2600  ・事業者   (医)交雄会 

紋別市 

■介護老人保健施設サン・ヒルズ紋別 （定員 100 名） 
・住 所   紋別市花園町 5 丁目 3 番７号 
・電 話   0158-26-2500  ・事業者   (医)明正会 

☆介護医療院（※入所には要介護１以上の介護認定が必要です） 

遠軽町 

■遠軽共立医院介護医療院 （定員 56 名） 
・住 所   遠軽町大通北 1 丁目 3 番地 
・電 話   0158-42-5215  ・事業者   (医)縁紡会 

☆軽費老人ホーム 
佐呂間町 

■ケアハウスサンガーデンさろま （定員 50 名） 
・住所    佐呂間町字宮前町１５２番地６ 
・電話    01587-２-1666 ・事業者   (福)サロマ福祉会 

☆有料老人ホーム 
遠軽町 

■住宅型有料老人ホーム たんぽぽ （定員 30 名） 
・住 所   遠軽町 2 条通南１丁目１－３ 
・電 話   0158-4６-３358 ・事業者   (有)ひまわり 

☆サービス付き高齢者向け住宅 
遠軽町 

■コスモスの郷 ゆうゆう（定員 60 名） 
・住 所   遠軽町大通北４丁目１－３９ 
・電 話   0158-4２-4165 ・事業者   (株)ゆうゆう  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年４月改訂） 

お困りの事がありましたら 

へご相談ください。 

５-３７６１（福祉課内）』 


